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1. 債権法改正以前の主な保証人保護の枠組み 

平成１６年の民法改正では、書面によらない保証契約を無効とするとともに（民法４４６条２項）、融資に関する

根保証契約で保証人が個人であるもの（貸金等根保証契約）については、極度額の定めのない根保証契約が

無効とされました（民法４６５条の２第２項）。 

また、平成２５年１２月には、日本商工会議所及び全国銀行協会を事務局とする研究会によって「経営者保

証に関するガイドライン」が制定され、経営者保証に依存しない融資の促進、経営者保証の契約時における丁寧

かつ具体的な説明の実施、保証債務の整理時における保証人の生活再建のための一定の残存資産の範囲等

について定めることにより、経営者保証の弊害の防止・除去が図られています。経営者保証ガイドラインは、主債

務者である会社の法的整理や私的整理に伴って経営者の保証債務を整理するにあたっても広く活用され、経営

者保証人の保護の一助となっています。 

 

2. 債権法改正により新たに導入される保証人保護 
 

（１） 個人の第三者保証における 「保証意思宣明公正証書」作成の必要性 

 経営者等以外の第三者である個人が、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約

等を締結する場合には、契約締結に先だって、その締結の日の前１か月以内に作成された公正証書で、保

証人になろうとする当該個人が、保証債務を履行する意思を表示しなければ、保証契約は無効となります
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 前回のニュースレターに続き、事業再生に関連する債権法改正の内容についてご紹介します。 

 今回のテーマは保証契約です。個人による保証契約については、従前より、経営者等の個人が

負担する保証債務が過大となることが、早期の事業再生の妨げとなったり、個人保証人の生活を

破たんさせるという問題があったため、平成１６年の民法改正をはじめとして様々な手当てがなさ

れてきました。今般の債権法改正においても、個人保証が取引上の信用補完の手段として重要

な意義を有することを踏まえつつ、個人保証の弊害をどのように防止・除去するかということが重

要な課題とされています。 
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（改正民法４６５条の６第１項・３項）。このような公正証書は、「保証意思宣明公正証書」と呼ばれていま

す。 

保証意思宣明公正証書が必要となる保証人には、主たる債務者の役員やこれらに準ずる者（改正民法

４６５条の９第１号）、支配株主等（同第２号）、主たる債務者と共同して事業を行う者（同第３号）などは含ま

れないので、保護の対象は、第三者保証に限定されます。この点において、経営者保証ガイドラインとは保

護の対象が異なっています。 

保証意思宣明公正証書が必要となる主たる債務は、事業のために負担した貸金等債務に限定されます

が、債権者からすると、事業のための貸金であるかどうか不明な場合、保証が無効とならないように念のた

め公正証書を作成すべきか？という問題を生じることとなります。 

全国的に見れば公証役場の数が極めて限られている地域もあり、公正証書作成の負担は重いので、保

証意思宣明公正証書による保証意思確認の制度が導入されることにより、個人による第三者保証の利用

自体が抑止されることが見込まれます。他方、現在、事業用の貸付に際して、経営者以外の第三者の個人

の保証を得ることは、一部の商品を除いて例外的な扱いとなっていると思われますので、これが直ちに、金

融実務に重大な影響を与えるとまではいえないと思われます（主要行等向けの総合的な監督指針（平成

29 年 6 月）Ⅲ-10 及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針（平成 28 年 6 月）Ⅱ-11 参照）。 

（２） 保証人に対する情報提供義務 

 また、改正民法は、①契約締結段階、②保証債務履行前の段階、③期限の利益喪失段階のそれぞれに

おいて、保証人に対する情報提供義務を定めています。 

①  契約締結段階の情報提供義務：主債務者による情報提供 

 主たる債務者は、個人の保証人に対して、事業性の債務の保証を委託するにあたり、①財産及び収支の

状況、②主たる債務以外に負担している債務の有無、金額及び履行状況、並びに③主たる債務の担保の

有無やその内容について情報提供をしなければならないとされています（改正民法４６５条の１０第１項・３

項）。保証人は主たる債務者の経営者の場合であっても例外ではありません。 

 また、債権者が、主たる債務者が情報提供義務を怠ったことを知り、または知ることができた場合には、保

証契約の取り消しが可能とされているため（改正民法４６５条の１０第２項）、債権者としては、主たる債務者

が情報提供義務を履行しているかどうかをどのように確認すべきかという点が問題になります。 

②  保証債務履行前の段階の情報提供義務：債権者による情報提供 

    保証契約締結後の段階においては、主債務者の信用状態が悪化しているにもかかわらず、保証人がその

ような状況を知る機会もなく、突然に多額の保証債務の履行請求を受けることがあるという問題が指摘され

ていました。そのため、改正民法では、主たる債務者から委託を受けて保証をした保証人から請求があった

ときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務の履行状況について情報提供をしなくてはならないとされまし

た（改正民法４５８条の２）。契約締結時の情報提供義務とは異なり、債権者が情報提供義務を負います。 

本規定は、事業性の債務に限定されず、保証契約全般について、法人の保証人にも適用があります。 

③  期限の利益喪失段階における情報提供義務：債権者による情報提供 

 

 期限の利益を喪失した段階においては、債権者は、個人の保証人に対し、期限の利益喪失を知ったとき
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 改正民法では、連帯債務に関し、現行民法では絶対効を有する履行の請求、免除、及び消滅時効の完成に

ついて、原則として相対効とする改正がなされました（改正民法４４１条：相対的効力の原則の例外から、履行の

請求、免除、及び消滅時効の完成を除外。）。連帯保証についても同様の改正がなされましたので（改正民法４

５８条）、以下のような変更が生じることになります。 

 

（１）履行の請求（債務者に有利な変更） 

 履行の請求は、期限の定めのない債務を遅滞に付するための効力や、時効の中断効（完成猶予）など、債権

者の権利保全にとって必要な効力がありますが、絶対効が失われることにより、連帯保証人に対して履行の請求

をしても、主たる債務者との関係では、当然には履行の請求の効力を生じないことになります。但し、当事者間で

は、履行の請求に絶対効をもたせるため、別途の合意をすることが可能です。 

 

（２）免除、消滅時効の完成（債権者に有利な変更） 

 他方、債務免除については、絶対効が失われることにより、連帯保証人について免除をしても、債権者はなお

主たる債権者に保証債務全額の請求をすることができることとなりました。消滅時効の完成についても同様であり、

連帯保証人について消滅時効が完成しても、主たる債務者は、主たる債務について消滅時効が完成しないかぎ

り、ただちに時効を援用することはできません。 

 

 なお、主債務者について生じた事由は、連帯保証人に対して効力を有しますが、この点は、現行法と同様です

（保証債務の付従性について定めた改正民法４４８条１項は、主債務者に対する債務免除があった場合に適用

されると解されています。時効の中断（完成猶予及び更新）については、改正民法４５７条１項に定められていま

す。）。 

 

以上
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 本ニュースレターの内容は，一般的な情報提供であり，具体的な法的アドバイスではありません。お問い合

わせ等ございましたら，下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう，お願いいたします。 

 

 本ニュースレターの執筆者は，以下のとおりです。 

 

弁護士 井出 ゆり 

Tel: 03-6775-1105  

Fax: 03-6775-2105  

(*TEL・FAXは2018年5月7日より) 

https://www.amt-law.com/professional/profile/YRI 

 

弁護士 早川 晃司 

 

Tel: 03-6775-1309 

Fax: 03-6775-2309 

(*TEL・FAXは2018年5月7日より) 

https://www.amt-law.com/professional/profile/KIH 

 

 

 ニュースレターの配信停止をご希望の場合には，お手数ですが，お問い合わせにてお手続き下さいますよう

お願いいたします。 
 

 ニュースレターのバックナンバーは，こちらにてご覧いただけます。 
 

https://www.amt-law.com/professionals/profile/YRI
https://www.amt-law.com/professionals/profile/KIH
mailto:yuri.ide@amt-law.com
mailto:kohji.hayakawa@amt-law.com
https://www.amt-law.com/contact/
https://www.amt-law.com/publications/letter/restructuring_insolvency-and-bankruptcy



